
平成２８年度定期監査（県立病院局）

１ 監査の概要
（１）監査の種別

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項の規定により実施した平成28年度定
期監査

（２）監査の対象
平成27年度における経営に係る事業の管理及び財務に関する事務の執行

（３）監査の実施
６機関について，平成28年５月から同年７月まで実施した。
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（４）監査の主眼及び重点監査事項等
監査に当たっては，地方公営企業法第３条に規定する経営の基本原則に沿って運営さ

れているか及び財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼とし
て，収入事務では収入未済を重点監査事項，支出事務では需用費及び委託料を重点監査
科目として定め，厳正な監査を実施した。

２ 監査の結果
（１）結果の概要

監査を実施した６機関の経営に係る事業の管理及び財務に関する事務の執行については，
５機関においては，指摘事項及び文書注意事項に該当するものはなく，おおむね適正に
行われていると認められたが，その他の１機関においては，指摘事項はなかったものの
次のとおり是正又は改善を要する１件の文書注意事項があった。
今後とも事務事業の執行に当たっては，関係法令等を遵守するとともに，適正かつ効

率的に行う必要がある。

指 摘 事 項 （法令，規則等に違反するもの又は著しく妥当性を欠く事実があると認
められるもの）
該当なし

文書注意事項 （指摘事項に至らない事項で，更に的確な事務の執行等を促す必要があ
ると認められるもの）
１件

（２）監査結果の報告及び公表並びに講じた措置の通知
区 分 監 査 結 果 措 置 の 通 知
県立病院局 報告：平成28年10月７日 報告：平成29年３月２日

公表：平成28年10月11日 公表：平成29年３月24日

（３）監査の結果

文書注意事項
機 関 名 事 項 の 内 容 講 じ た 措 置 の 内 容

県立病院局
県立病院課 医業収益の収入未済額 １ 未収債権の解消及び発生の未然

は，県立病院全体で前年 防止対策
度より減少（収入歩合は ・ 診療費の未納により生じた未
減少）しているが，依然 収債権については，「鹿児島県



として多額となってい 立病院事業未収金対策実施要領」
る。 に基づき，発生原因を分析し，

発生防止に引き続き取り組むこ
ととした。
・ 各病院における取組として
は，診療費の事前通告を行う等
新規発生の未然防止を図るとと
もに，回収目標額や具体的な電
話催告，戸別訪問の実施方法等
を定めた「未収金回収計画」を
作成し，その計画に基づき未収
金の回収を引き続き行った。

・ 平成28年度は，監査の日以降
の11月末までに，支払能力があ
るにもかかわらず相当期間納付
がなされない悪質な未納者２名
について，前年度に引き続き，
法的措置として，裁判所に対し，
支払督促の申し立てを行った。

・ 事業管理者や各県立病院長等
で構成する「経営会議」におい
て，「目標管理システム」によ
り四半期ごとに発生・回収状況
の管理を行うなど債権管理の一
層の適正化に引き続き取り組む
こととした。


